
お問い合わせ先 滋賀県市町村職員共済組合 保険課 ℡ 077-525-5783 

施設利用時の資格確認方法について

「体育施設利用助成券」、「スキー場・スケート場利用助成券」及び「宿泊施設利用助
成券」を使用の際は、利用者の「組合員等記号番号及び氏名が確認できるもの」を必ず施
設窓口に提示してください。以下に記載の資格確認等の提示がない場合、助成券は使用で
きません。

➊マイナポータルにログ
イン後、【健康保険証】
を押してください。

＊＊資格確認等について＊＊

（１）マイナポータルの健康保険証の画面

（２）（１）をあらかじめダウンロードしたもの
（３）資格情報通知書
（４）資格確認書
（５）後期高齢者等組合員証明書の原本

※令和7年12月2日から「組合員証」、「組合員被扶養者証」は使用できません。

マイナポータルの健康保険証の画面表示手順について

➋【資格情報をPDFで保存】
を押してください。

➌保存されたPDFを施設に
提示することで資格確認
を行います。

「保険者名」が
滋賀県市町村職員共済組合
となっているか確認してください。

※詳細な方法は右の二次元コードよりマイナポータル操作マニュアルをご確認ください。

施設利用助成券使用時の資格確認方法について


